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次

規
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○
青
森
県
道
路
法
施
行
細
則

(

道

路

課)

…

�

○
青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る

条
例
の
規
定
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

…

�

○
青
森
県
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後

の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

健
康
福
祉

政

策

課)

…

�

告

示

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定

(
高
齢
福
祉

保

険

課)

…

�

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
所
在
地
の

変
更
の
届
出

(

障
害
福
祉
課)

…

�

○
道
路
の
区
域
の
変
更

(

道

路

課)
…

�

○
道
路
の
供
用
の
開
始

(

同

)

…

�

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定

(

河
川
砂
防
課)

…

�

○
都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(

都
市
計
画
課)

…

�

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

(

県
民
生
活

文

化

課)

…

�

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

(

中
南
地
域

県

民

局)

…

�

規

則

青
森
県
道
路
法
施
行
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
八
号

青
森
県
道
路
法
施
行
細
則

(

趣
旨)

第
一
条

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
つ
い

て
は
、
道
路
法
施
行
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
一
号)

、
道
路
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号)

、
車
両
制
限
令

(

昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号)

、
道

路
構
造
令

(

昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
号)

、
道
路
法
施
行
規
則

(

昭
和
二
十
七
年
建
設

省
令
第
二
十
五
号)

、
道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令

(

昭
和
三
十
五
年
総建

理
府
設
省
令
第
三
号)

、
車
両
の
通
行
の
許
可
の
手
続
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
六
年
建
設
省
令

第
二
十
八
号)

、
道
路
構
造
令
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
六
年
建
設
省
令
第
七
号)

、
車
道
及
び
側

帯
の
舗
装
の
構
造
の
基
準
に
関
す
る
省
令

(

平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
三
号)

及
び
青
森

県
道
路
法
施
行
条
例

(

平
成
二
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
七
十
二
号
。
以
下

｢

条
例｣

と
い

う
。)

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(

占
用
の
許
可
の
申
請
書
の
添
付
書
類)

第
二
条

法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
知
事
が
必
要
な
い
と
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
全
部
又
は
一
部
を
省
略
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一

占
用
の
位
置
及
び
そ
の
付
近
を
表
示
し
た
図
面

二

占
用
区
域
の
実
測
図

(

縮
尺
六
百
分
の
一
程
度)

(

占
用
の
権
利
譲
渡
の
制
限)

第
三
条

法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
占
用
の
許
可
を
受
け
た
者

(

以
下

｢

占
用
者｣

と

い
う
。)

は
、
当
該
占
用
の
許
可
に
よ
っ
て
生
じ
た
権
利
を
他
人
に
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
知
事
の
許
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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( )

２

前
項
た
だ
し
書
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
道
路
占
用
権
利
譲
渡
許
可
申
請
書

(

第

一
号
様
式)

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
占
用
区
域
等
の
貸
与
の
禁
止)

第
四
条

占
用
者
は
、
そ
の
占
用
区
域
又
は
占
用
物
件
を
他
人
に
貸
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

(

占
用
者
の
権
利
義
務
の
承
継
の
届
出)

第
五
条

相
続
又
は
法
人
の
合
併
に
よ
っ
て
占
用
者
の
権
利
義
務
を
承
継
し
た
者
は
、
そ
の
承
継
の

日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

継
続
占
用
の
手
続)

第
六
条

占
用
期
間
満
了
後
引
き
続
き
占
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
期
間
満
了
の
三
十
日
前
ま

で
に
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
申
請
書
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
書
類
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

占
用
の
協
議
書
の
添
付
書
類)

第
七
条

法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
協
議
し
、
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
場
合
の
協
議
書
に
は
、

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

翌
年
度
以
降
の
年
度
分
の
占
用
料
の
納
入
方
法)

第
八
条

条
例
第
八
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
翌
年
度
以
降
の
年
度
分
の
占
用
料
は
、
毎
年
度
、
当

該
年
度
分
を
当
該
年
度
の
四
月
三
十
日
ま
で
に
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。

(

占
用
料
の
減
免
の
申
請)

第
九
条

条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
占
用
料
の
全
部
又
は
一
部
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
占
用
料
に
係
る
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
申
請
書
に
道
路
占
用
料
減
免

申
請
書

(

第
二
号
様
式)

を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

占
用
料
の
減
免
に
係
る
占
用
物
件)

第
十
条

条
例
第
九
条
第
六
号
に
規
定
す
る
占
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
占
用
物
件
で
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
占
用
物
件
と
す
る
。

一

道
路
管
理
者
の
設
け
る
街
灯
又
は
標
識
を
無
償
で
添
加
し
て
い
る
電
柱
及
び
電
話
柱

二

占
用
物
件
で
あ
る
電
柱
又
は
電
話
柱
を
支
え
て
い
る
支
柱
及
び
支
線

三

公
共
的
団
体
が
設
置
す
る
有
線
放
送
電
話
柱

四

公
共
的
団
体
又
は
電
気
事
業
者

(

卸
供
給
事
業
者
を
除
く
。)

若
し
く
は
電
気
通
信
事
業
法

(

昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号)

第
百
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
電
気
通
信
事
業

者

(

以
下

｢

認
定
電
気
通
信
事
業
者｣

と
い
う
。)

が
設
け
る
架
空
の
電
線

(

認
定
電
気
通
信

事
業
者
が
設
け
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
認
定
電
気
通
信
事
業

(

以
下

｢

認
定

電
気
通
信
事
業｣

と
い
う
。)

の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。)

五

電
気
、
ガ
ス
、
水
道
及
び
下
水
道
の
各
戸
引
込
地
下
埋
設
管

六

認
定
電
気
通
信
事
業
者
の
設
け
る
電
気
通
信
回
線
設
備

(

認
定
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す

る
も
の
に
限
る
。)

で
各
戸
に
引
き
込
む
た
め
地
下
に
埋
設
す
る
も
の

七

公
共
的
団
体
が
設
け
る
水
管

八

ア
ー
ケ
ー
ド

九

郵
便
切
手
の
販
売
場
所
を
示
す
規
格
化
さ
れ
た
看
板

(

店
舗
に
取
り
付
け
ら
れ
た
も
の
で
、

一
店
舗
一
個
に
限
る
。)

十

無
料
で
不
特
定
多
数
人
に
開
放
し
て
い
る
公
園
、
広
場
及
び
運
動
場

十
一

か
ん
が
い
排
水
施
設
そ
の
他
農
業
用
地
の
保
全
又
は
利
用
上
必
要
な
施
設

十
二

カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー

十
三

く
ず
籠
、
灰
皿
、
花
壇
、
掲
示
板
等
で
営
利
目
的
が
な
く
、
交
通
安
全
、
道
路
の
美
化
及

び
公
衆
の
利
便
に
著
し
く
寄
与
す
る
物
件

十
四

バ
ス
停
留
所
に
付
随
し
て
設
置
さ
れ
る
ベ
ン
チ
、
上
屋
及
び
バ
ス
待
合
所

十
五

地
先
か
ら
雨
水
又
は
汚
水
を
溝
等
に
排
水
す
る
に
必
要
な
排
水
管

十
六

路
肩
、
法
敷
又
は
側
溝
に
設
け
る
道
路
に
通
ず
る
た
め
の
通
路

十
七

民
営
の
水
道
事
業

(

専
用
水
道
事
業
を
除
く
。)

に
係
る
占
用
物
件

十
八

バ
ス
停
留
所
標
識

十
九

駐
車
場

(

駐
車
場
法

(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
号)

第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る

都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
路
外
駐
車
場
を
除
く
。)

及
び
道
路
法
施
行
令
第
七
条
第
十

号
に
掲
げ
る
器
具

二
十

公
安
委
員
会
の
設
け
る
信
号
機
を
無
償
で
添
加
し
て
い
る
電
柱
及
び
電
話
柱

二
十
一

電
柱
、
電
話
柱
、
街
灯
、
消
火
栓
標
識
又
は
バ
ス
停
留
所
標
識
に
添
加
さ
れ
て
い
る
広

告
物
及
び
建
物
、
塀
そ
の
他
の
道
路
の
区
域
外
に
あ
る
物
件
に
添
加
さ
れ
、
か
つ
、
道
路
の
区

域
内
に
突
出
し
て
い
る
広
告
物
の
う
ち
表
裏
二
面
に
表
示
し
て
い
る
も
の

二
十
二

消
雪
施
設

二
十
三

テ
レ
ビ
難
視
聴
解
消
用
施
設

二
十
四

昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
以
後
架
空
の
電
線
を
撤
去
し
、
地
下
に
埋
設
し
た
電
線
及
び

こ
れ
を
収
容
す
る
管
路
等

(

平
成
四
年
四
月
一
日
以
後
設
置
し
た
こ
れ
ら
と
一
体
不
可
分
な
変

圧
器
等
の
地
上
機
器
を
含
む
。)

並
び
に
平
成
四
年
四
月
一
日
以
後
架
空
の
電
線
が
な
い
道
路

の
地
下
に
埋
設
し
た
電
線
及
び
こ
れ
を
収
容
す
る
管
路
等

(

こ
れ
ら
と
一
体
不
可
分
な
変
圧
器

等
の
地
上
機
器
を
含
む
。)

二
十
五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
占
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
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( )

と
知
事
が
認
め
た
占
用
物
件

附

則

(
施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

青
森
県
道
路
占
用
料
の
減
免
に
係
る
占
用
物
件
を
定
め
る
規
則
及
び
青
森
県
道
路
占
用
規
則
の

廃
止)

２

次
に
掲
げ
る
規
則
は
、
廃
止
す
る
。

一

青
森
県
道
路
占
用
料
の
減
免
に
係
る
占
用
物
件
を
定
め
る
規
則

(

昭
和
四
十
五
年
三
月
青
森

県
規
則
第
二
十
五
号)

二

青
森
県
道
路
占
用
規
則

(
昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
規
則
第
三
十
三
号)

(

青
森
県
道
路
占
用
規
則
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置)

３

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
青
森
県
道
路
占
用
規
則

(

以
下

｢

旧
規

則｣

と
い
う
。)

第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
権
利
の
譲
渡
の
許
可
は
、
第

三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
権
利
の
譲
渡
の
許
可
と
み
な
す
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
旧
規
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
権
利
義
務
の
承
継
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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( )

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
市
町

村
が
処
理
す
る
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
九
号

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
き

市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
市
町

村
が
処
理
す
る
事
務
に
関
す
る
規
則

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
九
十
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
を
第
四
条
と
し
、
第
二
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。

(

青
森
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
に
基
づ
く
事
務)

第
三
条

特
例
条
例
第
三
十
八
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
青
森
県
立
自
然
公
園
条
例

(

昭
和
三
十
六

年
十
月
青
森
県
条
例
第
五
十
八
号)

の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
条
例
の
施
行
の
た
め
の

規
則
に
基
づ
く
事
務
で
あ
っ
て
、
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
青
森
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
七
年
六
月
青
森
県
規
則
第
六
十
二
号
。
以
下

｢

自
然
公
園
規
則｣

と
い
う
。)

に
基

づ
く
次
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

一

自
然
公
園
規
則
第
四
条
第
三
項
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
る
書
類

(

自
然
公
園
規
則
第
六
条
第

二
項
に
規
定
す
る
同
号
の
書
類
を
含
む
。)

の
認
定
に
関
す
る
こ
と

(

二
以
上
の
市
町
村
の
区

域
に
ま
た
が
る
公
園
事
業
に
係
る
特
例
条
例
第
三
十
八
条
第
一
号
に
規
定
す
る
認
可
に
係
る
も

の
を
除
く
。)

。

二

自
然
公
園
規
則
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出
の
要
求
に
関
す
る
こ
と

(

二

以
上
の
市
町
村
の
区
域
に
ま
た
が
る
行
為
に
係
る
特
例
条
例
第
三
十
八
条
第
八
号
に
規
定
す
る

許
可
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

。

三

自
然
公
園
規
則
第
十
五
条
第
三
十
一
号
の
規
定
に
よ
る
地
域
の
活
性
化
を
目
的
と
す
る
自
然

を
活
用
し
た
催
し
に
関
す
る
計
画
の
受
理
に
関
す
る
こ
と

(

二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
に
ま
た

が
る
特
例
条
例
第
三
十
八
条
第
八
号
に
規
定
す
る
許
可
又
は
届
出
を
要
し
な
い
工
作
物
の
新
築

等
に
係
る
も
の
を
除
く
。)
。
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( )

四

自
然
公
園
規
則
第
十
八
条
第
十
六
号
の
規
定
に
よ
る
地
域
の
活
性
化
を
目
的
と
す
る
自
然
を

活
用
し
た
催
し
に
関
す
る
計
画
の
受
理
に
関
す
る
こ
と

(

二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
に
ま
た
が

る
特
例
条
例
第
三
十
八
条
第
九
号
に
規
定
す
る
届
出
を
要
し
な
い
工
作
物
の
新
築
等
に
係
る
も

の
を
除
く
。)

。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
号

青
森
県
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律
施
行
細
則

(

平
成
二
十
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
号
様
式
の
別
表
中

｢自
立
支
援
｣

を

｢総
合
支
援
｣

に
改
め
る
。

｢シ
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

ス
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

第
四
号
様
式
の
別
表
中

セ
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

を

ソ
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

タ
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
｣

｢シ
定
期
巡
回
・
臨
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

ス
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

セ
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

ソ
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

に
、｢

自
立
支
援
58
条｣

を｢

総
合
支
援
58
条｣

タ
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

チ
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

ツ
複
合
型
サ
ー
ビ
ス

｣

に
、

｢感
染
・
自
立
支
援
｣

を

｢感
染
・
総
合
支
援
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号

障
害
者
自
立
支
援
法

(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

育
成
医
療
及
び
更
生
医
療)

か
ら
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成25年３月27日 水曜日 第3671号5

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

合
同
会
社
ケ
ア

サ
ポ
ー
ト
上
村

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
張
田
六
四
の

八

ケ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
香
ノ
鳥
の
里

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
張
田
六
四
の

八

平
成

��･

�･

�

有
限
会
社
さ
く

ら

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
中
里
字
亀
山

七
七
七
の
一
六
四

さ
く
ら
介
護
支
援

相
談
室

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
中
里
字
亀
山

七
七
七
の
一
六
四

��･

�･

�



( )

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成25年３月27日 水曜日 第3671号 6

区
分

名

称

所

在

地

変
更
年
月
日

変
更
前

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
向
山
二
六

〇
八
の
五

変
更
後

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ケ

ア
ポ
ー
ト
し
も
だ

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
山
崎
二
六

〇
八
の
五

平
成
��

･

��･

��

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

３ ２ １ 図
面
番
号

国

道

県

道

県

道

道
路
の

種

類

二
七
九
号

貝
守
斗
内
線

久
栗
坂
造
道

線 路
線
名

む
つ
市
大
字
関
根
字
名
子
九
四
の
二
七
か
ら

む
つ
市
大
字
関
根
字
名
子
四
の
八
ま
で

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
貝
守
字
蒼
前
久
保
九
九
の
五
か
ら

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
貝
守
字
蒼
前
久
保
九
九
の
一
ま
で

青
森
市
東
造
道
一
丁
目
八
一
の
二
か
ら

青
森
市
東
造
道
三
丁
目
一
三
の
三
ま
で

青
森
市
造
道
三
丁
目
七
三
の
一
〇
か
ら

青
森
市
造
道
三
丁
目
七
六
の
二
四
ま
で

変

更

の

区

間

後 前 前 後 前 後 前 前
変
更
の

前
後
別

一
〇
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
一
・
八
八
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
八
・
三
二
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
一
・
八
八
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
二
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

七
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
五
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
六
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
五
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
六
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

一
八
〇
・
六
七
メ
ー
ト
ル

一
八
三
・
五
八
メ
ー
ト
ル

一
八
〇
・
六
七
メ
ー
ト
ル

四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

七
五
一
・
六
〇
メ
ー
ト
ル

七
五
一
・
六
〇
メ
ー
ト
ル

八
六
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



( )

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

(
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
上
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備

部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

桜
田
一
号
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
標
柱
十
三
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び

標
柱
一
号
と
標
柱
十
三
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
標
柱
一
号
と
標

柱
十
三
号
を
結
ん
だ
線
は
町
道
作
田
・
鍛
冶
林
・
一
ノ
坂
線
官
民
境
界
と
し
、
そ
の
他
の
各
標
柱
を

結
ぶ
線
は
直
線
と
す
る
。

標
柱
を
設
置
し
た
土
地
の
表
示

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
蟹
田
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
五
年
三
月
十
九
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

外
ヶ
浜
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

蟹
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業

(

外
ヶ
浜
町
公
共
下
水
道

(

蟹
田
処
理
区))

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可(

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日
青
森
県
告
示
第
百
九
十
八
号)
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標
柱
番
号

市

町

村

名

大

字

名

字

名

地

番

一二三四五六七八九十十
一

十
二

十
三

七
戸
町

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

鍛
冶
林

〃〃〃〃〃〃〃作
田

〃〃〃〃

一
九
の
二
七

一
九
の
一
一

一
九
の
一
一

一
九
の
一
一

四
一
の
二

四
一
の
二

一
一

三
六

一
一
〇
の
二

一
一
〇
の
一

一
〇
七
の
一

一
〇
四
の
二

一
〇
〇
の
三

県
道
貝
守
斗
内
線

県
道
酸
ケ
湯
黒
石

線 県
道
浅
水
南
部
線

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
貝
守
字
蒼
前
久
保
九
九
の
五
か

ら三
戸
郡
三
戸
町
大
字
貝
守
字
蒼
前
久
保
九
九
の
一
ま

で 黒
石
市
大
字
上
十
川
字
長
谷
沢
一
番
囲
五
一
の
一
か

ら黒
石
市
大
字
上
十
川
字
長
谷
沢
一
番
囲
三
一
の
二
ま

で 三
戸
郡
五
戸
町
大
字
手
倉
橋
字
金
ケ
沢
七
二
の
一
か

ら三
戸
郡
五
戸
町
大
字
手
倉
橋
字
堀
合
沢
一
八
の
七
ま

で

〃 〃

平
成
��･

�･

��



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

の
事
業
地
の
と
お
り
変
更
な
し
。

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可(

平
成
十
七
年
三
月
十
八
日
青
森
県
告
示
第
百
九
十
八
号)

の
事
業
地
の
と
お
り
変
更
な
し
。

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
も
り
の
家

三

代
表
者
の
氏
名

中
里

藤
枝

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
根
城
八
丁
目
六
の
二
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
疾
患
等
に
よ
り
在
宅
で
終
末
期
を
過
ご
し
た
い
と
願
う
患
者
に
対
し
、
安
心
し

て
望
む
場
所
で
、
望
む
よ
う
に
生
を
全
う
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
看
護
師
・
介
護
福
祉
士

等
の
専
門
職
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
役
割
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
、
地
域
の
か
か
り
つ
け
医
と
協
力

し
な
が
ら
質
の
高
い
ケ
ア
を
提
供
し
て
、
在
宅
終
末
期
患
者
と
そ
の
家
族
を
支
援
す
る
事
業
を
行

い
、
在
宅
終
末
期
医
療
福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘

前
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

中
南
地
域
県
民
局
長

田

澤

俊

明
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

〃監

事

�
杉

隆
雄

兜
森

忠
治

棟
方

繁

弘
前
市
大
字
高
杉
字
阿
部
野
三
九
三
の
四

〃

大
字
糠
坪
字
桜
山
一
六
四

〃

〃

〃

一
一
九
の
四

平
成
��

･

�･

��

��･

�･
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